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○伊賀市工事検査要領 

令和元年12月27日告示第119号 

改正 

令和２年７月３日告示第232号 

令和８年３月27日告示第43号 

伊賀市工事検査要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、伊賀市建設工事等検査要綱（平成16年伊賀市告示第89号。以下「検査要綱」

という。）に規定する検査の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要領における用語は、検査要綱において使用する用語の例による。 

（検査の対象） 

第３条 検査の対象は、検査要綱第２条第２号に規定する工事等で、契約図書に数量及び規格値を

定めている工事等とする。 

（検査の種類） 

第４条 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、検査の目的等は当該各号に掲げる検査の種

類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

(１) 完成検査 工事等の完成を確認するための検査とし、次の場合に行うものとする。 

ア 完成検査要求があったとき。 

イ 部分引渡における指定部分に係る工事の完成検査要求があったとき。 

(２) 出来高部分検査 工事等の完成前に出来高を確認するための検査とし、次の場合に行うも

のとする。 

ア 出来高部分検査要求があったとき。 

イ 契約を解除する場合において、出来高を確認するための出来高部分検査要求があったとき。 

(３) 中間検査 工事等の適正な技術的施工を確保するため、あるいは不可抗力による損害数量

を認定するための検査とし、次の場合に行うものとする。 

ア 中間検査要求があったとき。 

イ 検査員が必要であると認めたとき。 

（検査の執行） 

第５条 検査は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める検査員が執行する。 
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(１) 最終契約金額が200万円を超える工事 契約監理課の担当職員 

(２) 最終契約金額が200万円以下の工事 当該工事等の担当課長又は副参事 

(３) 業務委託 当該業務の担当課長又は副参事 

２ 前項に規定する検査員がやむを得ない事由により検査を執行することが困難な場合は、臨時の

検査員が代行できるものとする。 

（検査の中止） 

第６条 検査員は、前条の規定にかかわらず、次の場合において、事業担当課等と協議し検査を中

止することができる。 

(１) 天災その他の不可抗力により検査が不可能となったとき。 

(２) 検査の立会人の立会がないとき。 

(３) 検査要件が整っていないとき。 

２ 検査員は、前項の規定により検査を中止する場合は、事業担当課に検査中止通知書（様式第１

号）により通知するものとする。 

（検査の方法及び基準） 

第７条 検査は、契約図書に基づき工事の出来形、品質及び施工状況等を実地及び記録、写真、資

料その他の関係書類により確認するものとする。 

２ 前項の実地による確認が困難な場合は、受注者から工事施工の状況等を聞くとともに関係書類

により確認できるものとする。 

３ 検査の方法及び基準は、別に定める「土木工事検査基準」、「電気機械設備工事検査基準」、

「営繕工事検査基準」及び「測量・調査・設計業務検査基準」によるものとする。 

（指示事項） 

第８条 検査員は、不合格には至らないが改善を要する事項がある場合は、受注者に対し指示事項

書（様式第２号）により指示するものとする。 

２ 前項の指示を受けた受注者は、指示事項を完了した場合は、速やかに指示事項履行報告書（様

式第３号）により監督員に報告するものとする。 

３ 監督員は、前項の報告があった場合には、実地確認のうえ検査員に指示事項履行報告書を提出

しなければならない。 

（検査意見） 

第９条 検査員は、工事の適正と技術水準の向上を図るため、事業担当課長及び受注者に対し意見、

提案及び処置について指示し、又は指導することができる。 
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２ 前項の指示又は指導を行う場合は、検査意見書（様式第４号）によるものとする。 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年７月３日告示第232号） 

この告示は、令和２年７月３日から施行する。 

附 則（令和８年３月27日告示第43号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の伊賀市工事検査要領の規定は、この告示の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に契約を締結した工事等について適用し、施行日前に契約を締結した工事等につ

いては、なお従前の例による。 
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様式第１号（第６条関係） 
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様式第２号（第８条関係） 
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様式第３号（第８条関係） 
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様式第４号（第９条関係） 

 


